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令和８年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る 

一次協議の実施について 

 

 

平素は、高齢者施設等の防災・減災対策の推進について、ご理解とご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年 12 月 26 日に閣議決定された令和８年度当初予算案において、地域介

護・福祉空間整備等施設整備交付金については、小規模施設のスプリンクラー

設備の整備や大規模修繕等の支援に要する経費（約 12 億円）を計上している

ほか、近年の物価上昇に伴う建築費の高騰等に対応するため、補助基準単価の

引上げ（＋7.7％）を行うことを予定しています（引上げ後の補助基準単価の

額については別添の実施要綱改正案を参照ください。）。 

また、昨年 12 月に成立した令和７年度補正予算においては、「第１次国土強

靱化実施中期計画（令和７年６月６日閣議決定）」に係る初年度における対策

の支援に必要な経費や「第１次国土強靱化実施中期計画」に係る取組と一体的

に実施する広域型施設の大規模修繕等の支援に必要な経費等も計上したところ

であり、当初予算と併せて推進していくこととしています。 

つきましては、本交付金に係る一次協議を下記のとおり実施しますので、都

道府県におかれましては、管内の市区町村分（指定都市、中核市を除く。）の

協議について、とりまとめの上、関係書類の提出をよろしくお願いします。 

なお、本協議については、交付金の早期執行の観点から実施しているもので

あり、令和８年度予算案については、現在、参議院での審議中であり、今後の

審議の結果により事業内容等について変更の可能性があることを申し添えます。 

 



 

記 

 

１ 提出書類 

（１）別添１「防災・減災等市町村事業整備計画書（別添様式第１号）」 

（２）別添２「防災・減災等都道府県事業整備計画書（別添様式第２号）」 

（３）別添３「整備計画一覧表」 

   ※ 該当する事業分のみ。都道府県においては、管内市区町村分（指定

都市、中核市を除く）を同一シートにまとめた上で提出すること。 

（４）別添３に関係する次の資料（施設ごと） 

  ① 平面図、位置図、写真等（現況及び改修箇所が分かるもの） 

② 見積書（公的機関、工事請負業者等の民間事業者） 

③ 補助対象面積確認シート（複合施設で必要に応じて添付） 

（５）別添４「事前チェックリスト」 

 

２ 提出先及び提出期限  

（１）提 出 先  管轄の地方厚生（支）局 健康福祉課 

（２）提出期限  令和８年４月 30 日（木）（必着）※ 

 

３ 内示方針  

以下の方針により予算の範囲内で採択を行う。 

（１）共通 

○ 都道府県並びに指定都市及び中核市（以下「都道府県等」という。）に

おける事業ごとの優先順位を踏まえて採択する。 

この優先順位については、事業ごとの緊要性はもとより、内示後の事

業者都合による取下げが可能な限り生じないよう、事業者の計画の実現

可能性（設計済みであるか、自己資金は確保できているか等）を十分に

勘案し、都道府県等ごとに適切な設定を行うこと。 

なお、都道府県においては、管内市区町村の実施事業をとりまとめの

上で管内全体としての優先順位を設定することとし、同一の都道府県に

おける同一の事業で同じ順位は設定しないこと。 

○ このほか、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等

に資する国土強靱化基本法」第 13 条に規定する国土強靱化地域計画の策

定状況や福祉避難所の指定・協定の状況等を踏まえ採択を行う。 

 

（２）国土強靱化対策分（耐震化、ブロック塀等改修、水害対策強化事業、非



常用自家発電設備整備） 

○ 「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月６日閣議決定）に基

づく施策を計画的かつ着実に実施する観点から、「国土強靱化地域計画」

を策定している自治体（市町村事業については当該施設等が所在する市

町村）における事業を優先的に採択する。 

 

（３）「国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援事業」について 

○ 令和７年度補正予算において拡充した「国土強靱化対策と一体的に実

施する大規模修繕等支援事業」における一体的に実施する国土強靱化対

策については次のとおりとする。 

① 今回の協議において、国土強靱化対策分（ブロック塀等改修、水害

対策強化事業、非常用自家発電設備整備）の協議を行い採択されたも

の 

② 本協議実施時点において、本交付金の国土強靱化対策分に係る交付

決定を受け、防災減災等都道府県事業整備計画に基づき事業を実施し

ているもの。 

③ 平成 30 年２月１日以降に実施された国土強靱化対策であって、本協

議実施時点において、すでに整備が完了したものであること（全額事

業主負担によるものを含む。）。 

○ ①のとおり、本協議において国土強靱化関連事業が不採択となった場

合は、国土強靱化事業と一体的に実施する大規模修繕等支援事業につい

ても不採択とするので留意されたい。 

 

４ その他協議に当たっての留意事項  

（１）認知症高齢者等グループホーム等の防災改修等支援事業等に係る申請制

限の取扱い 

  ○ 令和７年度の本交付金に係る二次協議においても記載したように、認

知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業については、原則、

１施設につき１回を限度として申請することとしてきたが、国土強靱化

対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととす

る。なお、このほかの事業メニューについても同様の取扱いとしている。 

 

（２）補助財産に対する抵当権の設定状況 

  ○ 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合

は、利用者保護の観点から補助対象外とする。ただし、独立行政法人福

祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、



都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではない。なお、都道

府県・市町村が適当と認める場合については、次の①～③を参考とする

こと。 

① 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間

資金収支差額を下回っていること 

② 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと 

③ 申請法人が抵当権設定者であること 

 

（３）業務継続計画等の未策定の施設の取扱い 

○ 業務継続計画（BCP）、非常災害対策計画及び避難確保計画（要配慮者

利用施設）等の策定がない施設については採択の対象外とする。ただし、

やむを得ない事由により業務継続計画等の策定がされていない施設であ

って、策定が確実に見込まれている施設については、都道府県等が認め

るところにより、協議を行うことを妨げない。 

 

（４）非常用自家発電設備や給水設備の設置場所 

○ 非常用自家発電設備や給水設備の設置場所については、津波や浸水等

の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよ

う留意すること。 

 

（５）その他 

○ このほか、令和７年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

（令和８年３月１１日開催）の高齢者支援課資料における「２ 介護施設

等における防災・減災対策の推進について」も参照されたい。 

 

５ 今後スケジュール 

   ３月１６日  一次協議の実施 

   ４月     改正実施要綱の通知（令和８年度予算成立後速やかに） 

４月３０日  都道府県等から地方厚生（支）局への書類提出期限 

６月中    厚生労働省本省による都道府県等への内示 

内示～８月  地方厚生（支）局による交付決定 

翌年度    地方厚生（支）局による都道府県への交付確定 

 

６ 送付資料 

（提出資料様式） 

・ 別添１「防災・減災等市町村事業整備計画書（別添様式第１号）」 



・ 別添２「防災・減災等都道府県事業整備計画書（別添様式第２号）」 

・ 別添３「整備計画一覧表」 

・ 別添４「事前チェックリスト」 

 

（参考資料） 

・ 参考１ 交付要綱 

・ 参考２ 実施要綱改正案（令和８年４月１日適用予定） 

・ 参考３ 事業概要資料 

・ 参考４ 補助対象面積確認シート 

・ 参考５ 社会福祉施設等のブロック塀の安全点検について 


